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第 １ 章 総則 

（趣旨） 

第１条 この「２１世紀都市居住緊急促進事業に係る技術評価業務規程」（以下「規程」という。）は、公益財団法人 東

京都防災・建築まちづくりセンター（以下「センター」という。）が、２１世紀都市居住緊急促進事業補助金交

付要綱（平成１０年１２月１１日 建設省住備発１３号・住街発１１０号・住市発４５号・建設省住宅局長通知

。以下「交付要綱」という。）第１６第２項に規定する公的機関としての技術評価の実施について必要な事項を

定めるものである。 

（技術評価業務の基本方針） 

第２条 技術評価の業務は、交付要綱、２１世紀都市居住緊急促進事業記述基準（以下「技術基準」という。）及び２１

世紀都市居住緊急促進事業技術評価実施要領（以下「実施要領」という。）によるほか、この規程に基づき、中

立の立場で、公正かつ的確に実施するものとする。 

（技術評価の業務を行う時間及び休日） 

第３条 評価の業務を行う時間は、次項に定める休日を除き、午前 9時 00分から午後 5時 00分までとする。 

２  技術評価の業務の休日は、次に掲げる日とする。 

    (1) 日曜日及び土曜日 

 (2) 国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に定める国民の祝日 

    (3) 12月 29日から翌年の１月 3日までの日 

３  第１項の技術評価の業務を行う時間及び第２項の休日については、緊急を要する場合その他正当な事由がある場

合又は事前にセンターと申請者等との間において技術評価の業務を行うための日時の調整が行われている場合

は、前２項の規定によらないことができる。 

（事務所の所在地） 

第４条 技術評価を行う事務所の所在地は、東京都渋谷区渋谷二丁目１７番５号とする。 

（住宅性能評価を行う住宅の種類及び評価の業務を行う範囲） 

第５条 センターは、交付要綱第４第２項に規定する技術評価及びこれに付随する技術評価の業務を行う。 

２  センターの長、役員又はその職員が関係する個人、企業、団体等が設計、建設工事、工事監理及び販売等を行う

住宅に係る技術評価の業務は行わない。 

（技術評価の業務を行う区域） 

第６条 センターの業務区域は、東京都の全域とする。 

 （秘密保持義務） 

第７条 センターの役員及びその職員並びにこれらの職にあった者は、技術評価業務に関して知り得た秘密を漏らし又は

自己の利益のために使用してはならない。 

 

第 ２ 章 技術評価業務の実施体制 

（技術評価員の選任） 

第８条 センターの理事長は、技術評価の業務を実施させるため、住宅性能評価機関としてセンターが備える評価員登録

簿に登録した住宅性能評価員のうちから技術基準及び実施要領に習熟した者を技術評価員として選任する。 

 （技術評価業務の実施体制） 

第９条 技術評価の業務は、２名以上の技術評価員が実施するものとする。 

 ２  技術評価員は、その職務の遂行に当たり技術基準に従い、公正、的確に技術評価業務を行い、中立の立場で不正
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な行為のないようにしなければならない。 

３  センターの理事長は、技術評価委員会を構成する委員長及び委員を、住宅性能評価業務及び技術評価業務全般に

精通したセンター職員のうちから選任する。 

４  技術基準第４に定める特別な場合の措置において、意見書の作成等が必要な場合には委員長は、技術評価委員会

を開催するものとする。 

（法律等の遵守） 

第１０条  技術評価員は、技術基準、実施要領、住宅の品質確保の促進等に関する法律、建築基準法並びに関係法令の理

解に努め、これを遵守しなければならない。 

 

第 ３ 章 技術評価業務の実施方法 

（技術評価の申請） 

第１１条 申請者は、技術評価の申請に際し、次の各号に揚げる図書（以下「技術評価申請図書」という。）を２部セン

ターに提出しなければならない。 

（１）別記「技術評価申請図書作成要領」（以下「作成要領」という。）に定める技術評価申請書 

（２）作成要領に定める２１世紀都市居住緊急促進事業技術評価シート 

（３）作成要領に定める説明書等 

（４）作成要領に定める設計図書 

（５）設計住宅性能評価書の写し 

 （技術評価の申請前に設計住宅性能評価が終了している場合に限る。） 

（技術評価の引受け及び契約） 

第１２条 センターは、前条の技術評価の申請があったときは、次の事項について審査し、当該技術評価申請を引受ける。 

 (１) 申請に係る事業計画が、交付要綱に規定する一定の条件に適合するものであること。 

 (２) 技術評価申請図書に形式上の不備がないこと。 

 (３) 技術評価申請図書に記載すべき事項の記載が不十分でないこと。 

 (４) 技術評価申請図書に記載された内容に明らかな虚偽がないこと。 

２  センターは、前項の審査により同項各号に該当しないと認める場合においては、その補正を求めるものとする。 

３  申請者が前項の求めに応じない場合又は十分な補正を行わない場合においては、センターは、受理できない理

由を明らかにするとともに、申請者に当該技術評価申請図書を返還する。 

４  センターは、技術評価の申請を引受けた場合には、申請者に技術評価業務に係わる引受け承諾書を交付する。

この場合、申請者とセンターは別に定める「財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター２１世紀都市居住

緊急促進事業・技術評価業務約款」（以下「技術評価業務約款」という。）に基づき契約を締結するものとす

る。 

（技術評価業務約款に記載する事項） 

第１３条 技術評価業務約款には、少なくとも次に掲げる事項について明記するものとする。 

（１）申請者は、センターの請求があるときはセンターの技術評価業務の遂行に必要な範囲内において申請に

係る計画に関する情報を遅滞なく、かつ正確にセンターに提出しなければならないこと。 

（２）技術評価料金に関する事項のうち、次に掲げるもの 

   (ａ) 支払期日に関すること。 

        (ｂ) 支払方法に関すること。 
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     （３）センターは、センターの責めに帰することができない事由により、業務期日までに技術評価書を交付で

きない場合には、申請者に対してその理由を明示の上、業務期日の延長を請求することができること。 

（４）技術評価の交付前までに、申請者の都合により申請に係る事業計画を変更する場合は、申請者は速やかに

その旨をセンターに通知し、変更部分の技術評価申請図書を提出しなければならないこと。 

（５）契約の解除及び、損害賠償に関する事項のうち、次に掲げるもの 

     (ａ)（４）の計画変更が大規模な場合には、申請者は当初の計画に係る技術評価の申請を取り下げ、別件とし

て改めて技術評価を申請しなければならこと、この場合、当初の技術評価業務に係る契約は解除されるこ

と。 

     (ｂ) 申請者は、技術評価書が交付されるまで、センターに書面をもって通知することにより当該契約を解除

できること。この場合、センターは技術評価料金が既に支払われているときは変換せず、又当該技術評価

料金が支払われていないときは、技術評価料金を請求することができること。 

  (ｃ) 申請者は、センターが行うべき技術評価業務が業務期日から遅延し、又は遅延することが明らかである

ことその他のセンターに帰すべき事由により当該契約を解除したときは、既に支払った評価料金の返還を

請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること。  

  (ｄ) センターは、申請者の協力が得られないこと、申請者が正当な理由なく引受承諾書に定める技術評価料

金を技術評価業務約款に規定する支払期日までに支払わないこと、その他の申請者に帰すべき事由が生じ

た場合には、前条第１項の引受けを取り消し、契約を解除することができること。 

     (ｅ) (d)の契約解除の場合、センターは一定額の技術評価料金の支払いを請求できるとともに、生じた損害の

賠償を請求することができること。  

    (６) センターが負う責任に関する事項のうち、次に掲げるもの 

     （ａ) 技術評価を実施することにより、申請に係る事業計画が建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の

規定に適合することを保証するものではないこと。 

        (ｂ) 技術評価申請図書に虚偽があることその他の事由により、適切な設計住宅性能評価を行うことができな

かった場合、技術評価の結果について責任を負わないこと。 

（技術評価の実施）  

第１４条 センターは、技術評価業務を引受けたのち速やかに、技術評価のための審査を技術評価員に実施させる。 

  ２  技術評価員は、技術基準及び実施要領に基づき、技術評価申請書及びその技術評価申請図書をもって前項の審

査を行う。この場合、必要に応じて申請者等に説明等を求めることができる。 

３  技術基準第４に定める特別な場合の措置において意見書等を作成する場合、技術評価委員会は必要に応じ申請

書等に説明等を求めることができる。 

（技術評価の申請の取り下げ） 

第１５条 申請者は、技術評価書の交付以前に技術評価の申請を取り下げる場合は、その旨を記載した技術評価業務取下

げ届をセンターに提出するものとする。 

２  前項の場合においては、センターは、技術評価業務を中止し、技術評価申請図書を申請者に返却する。 

（技術評価申請図書の変更） 

第１６条 申請者は、技術評価書の交付前に技術評価の対象となる事業計画が変更された場合においては、その旨及び変

更の内容についてセンターに通知するものとする。 

２   前項の通知が行われた場合において、センターが変更の内容が大規模であると認めるときは、申請者は、技術

評価の申請を取り下げ、別件として再度技術評価の申請を行わなければならない。 
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（技術評価書の交付） 

第１７条 センターは、技術評価を終了したときは、次に掲げる場合を除き、速やかに申請者に対して技術評価書を交付

する。 

(1) 技術評価申請図書に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であるとき。 

(2) 技術評価申請図書に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。 

  (3) 技術評価の対象となる事業計画が建築基準法第６条第１項の建築基準法関係規定に適合しないと認めるとき。 

(4) 技術評価の対象となる事業計画が住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定に適合しないと認めるとき。 

 (5) 技術評価に必要な申請者の協力が得られなかったこと、その他センターに帰することのできない事由により、

技術評価が行えなかったとき。 

(6) 技術評価料金が支払期日までに支払われていないとき。 

 

第 ４ 章 技術評価料金等 

（技術評価料金） 

第１８条 技術評価の料金は次表に定める額とする。（平成１９年度基準において広域防災拠点整備要件の構造の安定に

おける「耐震等級２相当」を選択する場合は、別途、１棟毎（ＥＸＰ.Ｊ等により構造を分離している場合は

分離している棟毎）に技術評価の料金を次表に定める。） 

     なお、技術評価を行うため、別途性能試験等が必要となる場合は、性能試験等の費用は申請者の負担とする。 

また、次の１）、２）及び３）の場合は、技術評価料金が異なる場合があるため別途協議により定めるものと

する。 

１）技術基準第４に定める特別な場合の措置において、技術評価委員会を開催し意見書を作成する場合には、料

金の割増ができるものとする。 

２）設計・仕様等が大幅に違う住棟は、原則として異なる事業計画として扱うものとする。 

３）技術評価を効率的に実施できるとセンターが判断した時は減額できるものとする。 

 

平成１９年度基準による技術評価料金（カッコ内は税込金額） 

住宅規模（住戸数） 技術評価料金 
技術評価料金／棟 

(耐震等級２相当評価料金) 

５０戸未満の事業 300,000 (315,000) 円 300,000 (315,000) 円 

１００戸未満の事業 450,000 (472,500) 円 450,000 (472,500) 円 

３００戸未満の事業 600,000 (630,000) 円 600,000 (630,000) 円 

３００戸を超える事業 750,000 (787,500) 円 750,000 (787,500) 円 

２  技術評価書交付後の変更技術評価の料金については、変更の内容を考慮し別途協議のうえ決定知るものとす

る。 

（技術評価料金の収納） 

第１９条 申請者は前条に定める技術評価料金を銀行振込により納入する。ただし、やむを得ない事由がある場合は、別

の収納方法によることができる。 

２  前項の納入に要する費用は申請者の負担とする。 
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（技術評価料金の返還） 

第２０条 収納した技術評価料金等については返還しない。ただし、センターの責に帰す事由により技術評価が実施でき

なかった場合には、この限りではない。 

 

第 ５ 章 雑則 

（帳簿及び書類の保存期間） 

第２１条 帳簿及び書類の保存期間は次のとおりとする。 

文書区分 保存期間 

（１）帳簿 センターが技術評価の業務を廃止するまで 

（２）技術評価申請書及びその申請図書、

技術評価に係わる契約書、その他技

術評価に要した書類 

技術評価書を交付した日から５年 

 

（帳簿及び書類の保存及び管理の方法） 

第２２条 前条に掲げる帳簿及び書類の保存は、技術評価業務の審査中にあっては審査のため特に必要がある場合を除き

事務所内において、審査終了後は施錠できる室、ロッカー等において、確実であり、かつ、秘密の漏れること

のない方法で行う。 

 （事前相談） 

第２３条 申請者は、技術評価業務の申請に先立ち、センターに相談をすることができる。この場合において、センター

は誠実かつ公正に対応するものとする。 

（附則） 

この規定は平成２４年３月２８日より施行する。 

 

（附則２） 

平成２４年４月１日 改定 


